
Ⅴ 積極的疫学調査ガイドライン  

国Ⅴ－1フェーズ3インフルエンザ（H5Nl）ヒト発生例における積極的疫学調査  

Ⅴ 積極的疫学調査ガイドライン  

対面で会話や挨拶等の接触のあった者。接触時間は短時間  

でもよい。勤務先、学校、会食や／トティー、カラオケボックス  

等での近距離接触者等が該当する。   

（4）被害の最小化・感染拡大速度の遅延のための感染拡大防止策   

ア 隔離・自宅待機  

インフルエンザ（H5Nり患者（疑似症患者を含む）や要観察例は、   

嬢圧個皇に入院とする。要観察例は、法的には入院勧告等の規制  

の対象とはならないが、原則として、任意入院そ勧奨する。入  

院の際には、個室管理とする。患者が入院に同意しない場合は、  

検査の結果が判明するまで自宅待機でも可とするが、その際に  

は、患者はサージカルマスクを着用する、人混みを避ける等速  

切な感染対策について指導する。   

イ 接触者の治療  

フェーズ3では、追跡調査により接触者に発熱等の症状が認めら  

れた場合には、すぐに感染症指定医療機関にて、患者検体を採取  

し、インフルエンザ（H5Nl）血清亜型＝5の有無を確認し、疑似症患  

者あるいは患者（確定例）であれば、治療を行う。  

インフルエンザ様症状の患者  

○保健所が細韓を受ける。  
○相放内容か転薫観察例を疑う場合、感染症指定医僚機関へ  
の受診を勧め朝′  

○感梁軒旨走医療機関にインフルエンザ（H5Nl）要観察例を  

疑う寿が受診ず為旨を連絡する。  

○感染症指定医療機関等から保健所に要観察例受診の連絡  

○積極的疫学調査   

症例行動調査   

接触者調査   

症例さかのぽり調査  

・接触後10日間の追跡調査（健康観察）  

・有症状者の受診勧奨  

・観察期間中の行動に関する保健指導  

アウトブレイク規模の評価  
・感染性の評価  
・感染拡大防止策の検討   

国立率染症研畢所  
り巾無三部検査にて  
岬叩1診断確定 
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V 慣性出没宇島用宣ノ」イ「フイ．ン  

インフルエンザ（H5Nl）接触者調査票（接触者モニタリング用紙）  

1．調査租当保線所  調査者氏名  
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☆  

哺   

皿   ロ   ロ   ロ   巳   巳   ロ   ロ   ロ   ロ   巳   巳   
【町  

好
悪
 
 
Ⅲ
 
 

2．接触者番号：  

4．患者居住地保健所  3．接触患者発生届受理番号：   

町
 
 
廿
 
 

J
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史
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14．患者もしくは息育との接触状況（調査日から10日前まで）日付および場所、接触内容を記載する  

朴
 
‖
 
肘
 
亜
 
葺
 
憩
 
 

15点者（患者）との最終接触日時：  年 月  日  時頃  

16．□高□低□要観察例□感染防穣有り  ←該当する項目を店する  

接触者の調査時の状態（17．調査日時  年 月  日  時）  

18．発熱□有＝（発熱  ℃）・□無  
19．呼吸器症状□有：咽頭痛・・咳嚇・呼吸困難・低酸素症・その他（  ）□無  

21．消化器症状口有：下痢・嘔吐・腹痛・その他（  ）□無  

20．発熱・呼吸＃症状以外の症状□有：頭痛・筋肉痛・関節痛・全身倦怠感  その他の症状（  ） 口無  

検査所見：血算（月 日）：白血球  赤血球  血小板  その他（  

インフルエンザ抗原検査（月 日）：陽性（A型・B型・AB不明）・陰性・未実施  

胸部レントゲン（月 日）：《所見》  

ウイルス分恥同定（月 日）（検体材料：  ）：防性（亜型；  ）・陰性・検査中  

RT－PCR検査（月 日）：陰性（亜型：   ）・陰性・検査中・未実施  

血清抗体価（月 日）検査法（  ）価型： ）：抗体価（ ）倖・検査中・未実施  

§太枠内は必須．検査所見に関しては、判っていればモ触のこと．  
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Ⅴ 積極的疫学調査刀イドフィン  Ⅴ 積極的疫学調査ガイドライン  

添 付 2  
添 付 2  

≪  体温 記 録用 紙  ≫  ≪  体 温 記」録 用 紙  ≫  

＊ インフルエンザ（H5Nl）観察期間は最長でも10日です。  
■ 接触があった日から10日間、38鹿以上の急な発熱や急性呼吸器症状がなければ、ほぼ感染はなく、もち   

ろん他への感染力もないと思われます。  
＊ 気になる症状が現れたときには、速やかに最寄りの保健所にご連絡下さい（☆）。  
＊ なお無痘戯であり、かつ（☆）を確実にお守りいただけるという同意のもとで、多くの方について、この期間も通   

常通りの生活が可能です。しかし不急不要な外出等は控えていただき、注意深くご自身の健康チェックを行って   
いただくことをお願い致します。  

＊ インフルエンザ（H5Nl）観察期間は最長でも10日です。  
＊ 接触があった日から10日臥38虔以上の急な発熱や急性呼吸器症状がなければ、ほぼ感染はなく、もち   

ろん他への感染力もないと思われます。  
＊ 気になる症状が現れたときには、速やかに最寄りの保健所にご連絡下さい（☆）。 ＊  

なお無症状であり、かつ（☆）を確異にお守りいただけるという同意のもとで、多くの方について、この期間も通   
常通りの生活が可能です。しかし不急不雲な外出等は控えていただき、注意深くご自身の健康チェックを行って   
いただくことをお願い致します。  

氏名  住所  

接触日より  日   測定時間   体温（Oc）   他呼吸器等症状等   備考欄（行先等）   

H年  
接触日  

月日   

接触後 1日自  月 日  朝 ：  

夕  

接触後 2日目  月 日   朝  

夕  

接触後 3日  月 日   

朝 ：  

目  
タ  

接触後 4日巨  月 日   朝 ：  

夕  

：⊥」 5日目  月 日   

朝 ：  

タ  

接触後 6日  月 日   朝 ：  
目  

夕  

接触後 7日  月 日   朝 ：  
目  

夕  

接触後 8日目  月 日   朝 ：  

タ  

接触後 9日目  月 日  朝 ：  

夕  

接触後  朝 ：  
10日冒  月 日  

夕  

接触日より  日   測定時間   体温（Oc）   他呼吸♯等症状等   備考欄（行先等）   

H年  
接触日  

月日   

接触後 1日目  月 日   朝  

夕  

接触後 2日目  月 日   朝  

夕  

朝  
接触後 3日目  月 日  

夕  

朝  
接触後 4日目  月 日  

夕  

接触後 5日日  月 日   朝  

夕  

接触後 6日目  月 日   朝  

タ  

朝  
接触後 7日目  月 日  

夕  

接触後 8日目  月 日   朝  

夕  

接触後 9日日  月 日   
朝  

タ  

接触後  朝  
10日目  月 日  

夕  

問い合わせ・返借先  
問い合わせ・返信先  

住  所  

電  桔  
住  所  

電  話  
担当者名  

担当者名   
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V  慣イ盟帆姓之苧邑伺宣ノJl 「フ1ノ  

添 付 3  

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）■要観察例 患者調査票  

※□欄の場合、該当する項目を匂すること  

1．調査担当保健所（  ） 2．調査年月日（ 年  月  日）  

38．感染推定日■  年  月  日  時  37・診断日  年 月 日  時  

40，死亡日  年  月  日  時  3g．退院日  年 月  日  時  

感染源のインフルエンザ診断（ヒトの場合のみ）  最終捷他日   インフルエンザ（H5Nl）患者調査票  3．患者居住地保健所（  ）  

要規察例・疑似症・確定・不明  小．疑われる  

感染源   
ト調査者氏名  4．感染症農塵届受理N0．   

要観察例・疑似症・確定・不明  

5．届出医療機関名  ！8ま治匿名  
要観凛例・疑似症・確定・不明  

丁．届出医療機朋所在地  ’8．TEL  （  ）  インフルエンザ（H5N  

l）の発生が報告され  

ている地域・都市名へ  

の立ち入りおよび滞在  

歴（今後の発症地域に  

より、右記地域は随時  

変更される）  

n佗日本届内（地域：  ）  

平成醐 月 日 
9・届出受層旧  こ10・受理自治傭   （紺抽市）  

時  
41滞在期間  年  月  日一  年  月  日  

ヰ8．同行者 く  ）名  

49．旅行会社名（  

50．利用交通機関（飛行機等）  

（  

11．受理保健所  県臆断  ほ．受理者名  

13．愚考氏名  川．性別こ男・女：15．生年月日  年 月 日生（ 歳）  

16．職業集積（注り  
注1〉 職業・t檀：保書園、幼稚臥学校などの所鳳粗名疇、やや拝抑こ記入すること．  

51．既往歴  

1丁．勧請先名・所在地  l0．TEし  （ ）  

t9．自宅住所  20．TEL   く ）  
52．供血歴（症状出現椚丁日以内） □無   口有： 供血日 年 月 日  

21．受理日硯雇の  ロ届出医療機関  □自宅   口勤務先・学校  

患者所在地  Dその他（  ） ロ不明  
幻．慮番移鳩眉（症状出現前7日以内）ロ無  口有（ロドナーロレシピエント）  手術日 年 月 日  之2．TEL  （ ）  

24．保捜肴氏名（注2）  

注2）保雄著氏名・住所：届出点者が未成年の蟻合  

①
 
②
 
⑳
 
⑧
 
⑤
 
⑥
 
名
 
名
 
名
 
名
 
名
 
名
 
 

氏
 
氏
 
氏
 
氏
 
氏
 
氏
 
 

54．現病歴  

之5．保陳者饉潮  

（  年  月  別
封
即
即
即
別
即
即
日
 
 

□之8．卸度以上の発熱  

ロ21．噴  

ロ28．咽硯痛  

□29．息苦しさ、呼吸困難感  

症状発現日  口30．下痢  

ロ3L全身倦怠感  

ロ32．鷺緻混濁  

□泊．その他1（  

口34．その他2（  

月
月
月
月
月
月
月
月
 
 

年
 
年
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
 
 

（
 
 
 
′
l
ヽ
 
 
（
 
 
 

58．タミフル内服の有無 □有 D無  服薬開始日  

5丁．他の抗インフルエンザウイルス薬 □有 口無  服薬開始日  

58．他の主な薬剤（  

59・（入掛医掴粥   軋入院の袖 口有 口無 口不明  
¢0．主治医引  ）  

陀（入院）医療職関所在地  63・TEL  く ）  

年 月  日一  年 月  日）   

38．初診年月日  35．弗痛年月日（原則発熱開始日）  年   
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Ⅴ 積極的疫学調査ガイドライン  
Ⅴ 積極的疫学害局査ガイドライン  

検査項目   検査個托しくは所見   検査日  

肺炎像（□有口無）  
¢5．胸部X線  年  月  日  

（所見I  

肺炎像（ロ有口無）  
引L胸部GT  年  月  日  

（所見〉  

87．白血球数   ／〟1   年  月  日  
検 査桔 果  

用．リンパ球   ％（  ／〃l）   年  月  日  

89．血小板数   ／〟l   年  月  日  

了0．CRP   mg／dl   年  月  日  

71．その他  年  月  日  

インフルエンザ以外の病原体検査結果   

アデノウイルス抗原   82． ＋・－・ 未実施   年  月  日   

RSウイルス抗原   83． ＋・－・ 未実施   年  月  日   

その他   84．   年  月  日  

85   年  月  日   

インフルエンザウイルス特異的検査結果   

抗原検査  88．ロ陽性（A型・8型・AB不明）   

（迅速検査）   ・口陰性・ロ検査未実施  
年 月 日  

検体材制  検体採取日   結果判定日   結果   検査実施施設   

H5腸性・H5陰性・検査中  
年 月 日  年 月 日  

その他（  ）  

8丁．RT－PCR  

口実施  
H引陽性・H5陰性・検査中  

年 月 

田未実施  
その他（  ）  

H引陽性・H5陰性・検査中  
年 月 日  年 月 日  

その他（  ）  

H5陽性・H5陰性・検査中  
88．RT－LAMP  年 月 日  年 月 日  

その他（  

口実施  
）  

□未実施  
H5陽性・H引陰性・検査中  

年 月 日  年 月 日  
その他（  ）  

89．ウイルス分離  
年 月 日  年 月 日  

同定  

口実施  
年 月 日  年 月 日  

□未実施  

検査法  検体採取日   結果判定日   精巣   検査実施施設  
90．血清抗体検  

査  
年 月 日  年 月 日  

口実施  年 月 日  年 月 日  

ロ未実施  
年 月 日  年 月 日  

引∴追加・その他  検査法  検体採取月   結果判定日   結果   検査実施施態  

※口欄の場合、該当する項目を辺すること   



インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅰ  添 付 4  

患者餞生届受理寺号：  患者氏名〔  】  調査実施日：  年  月  日  

（  年  月  日一   年  月・ 日までの行動記録記入〉  居住地保健所（  

駄本調査は痘戯属領畑10日一初回調壬日までの行動を記録するものである  調重美施保健所（  ）正人者氏名〔  

月日  時間  発症者の行動（訪問先、面会者、肺などについて）の細   拙者氏名（住所・桝階もしくは連雛章号、群集、楓発症者との関  

1：08～    ・手中1時より霧考あり胡熱つぽかった  ■SK（…市、OM、00スーパーでバート幸）  

＝ヽ  8：30・－    て娼院受診（どんな服装で、何人位の患者が椙合主にいた等・） 
■臥かかりつけ匡）  

Jl  10：00  
旺【  

l己入例  ・11時D釈下事、タクシー（社名、何色のタクシー等）で会社へ（会社で同席した人は別途鋼壬）．  
・12時壌、会社をでて徒歩でE飲食店に行幸食事  
・13時l薫帰社  

・1T時30分Bt鋏の各駅停車で釈上り徒歩で早退帰宅  

日 m  

N 慢  

額   

日 m  

▼‾ 唱  
額   

インフルエンザ（H5Nl）患者く疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅱ  

患者雇生届受理番号：  患者氏名〔  】  

発症者の行動と接触状属   接触者（氏名■年齢・性別・   接触者住所   接触者連絡儀   発症日  月日  時間  所在地、滞在先、施設名          上り    （住所、連絡先、窓口専）  く之メートル以内の濃厚接触については辞書馴こ記載すること）  濃l■接触の有無等）  くTEL、携帯TEし等）   

m  

唱  

就   

く
 
●
神
薩
q
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インフルエンザ（H5Nl）患者く疑似症患者を含む）・婁観察例 行動調査票Ⅱ  
患者発生届受理番号：  患者氏名【  〕  

発症者の行動と接触状況   接触者（氏名・年齢・性別・   接触者住所   接触者連締先   発症月  月日  時間  所在地、滞在先、施設名          よリ    （住所、違祐先、窓口専）  く2メートル以内の濃厚接触については詳細に‡己載すること）  濃厚接触の有無等）  （TEし、携帯T∈L等）   

亜  
ロ  

月  

日  

咄  
棋  

備考：   

く
茄
諒
富
ぬ
喰
畠
面
白
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「
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i
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Ⅵ 検疫ガイドライン  

1 目的   

本ガイドラインは、新型インフルエンザ対策行動計画におけるフ   

ェーズ3A（海外においてヒトヘの新しい亜型のインフルエンザ感   

染が確認されているが、ヒトからヒトヘの感染は基本的に無い）の段   

階から、インフルエンザ（H5Nl）に対し∴検疫業務の強化等、   

水際においてできる限りの侵入防止対策を講じることを目的とする。  

2 基本的事項  

く1）検疫所における対応   

世界各国の発生・流行状況を適切に把櫨しつつ、インフルエンザ  

（H5Nl）の患者発生国からの入国者について、検疫前の通報（検   

疫法第6条）、質問（検疫法第12条）、医師の診察（検疫法事13条）   

を踏まえ、要観察例や発熱及び急性呼吸器症状を呈している暑苦し   

くは要観察例の同行者等●に対し、①検査 ②健康監視（2－（5）参照）  

③健康管理カード「鳥インフルエンザの発生地域に滞在された入国   

者の方へ」（以下、健康管理カードという。）（別紙様式2）等を用い   

た入国後の健康管理指導、の3段階により対応する。  

＊：発熱及び急性呼吸器症状を呈している者若しくは要観察例の同  

行者等   

・発熱及び急性呼吸器症状を呈している青書しくは要観察例と渡  

航中行動をともにした家族、友人、ツアー同行者等。   

・ 航空機（船舶）内で、1mないし2mの範囲内に搭乗者座して   

いた乗客。  

Ⅵ  
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（2）診察及び検査   

検疫所長は、入国者に対し、貸間及び診察を行い、要観察例と判  

断した場合には、病原体の有無に関する検査を実施する。検李材料  

は、咽頭ぬぐい液を原則として採取し、ウイルス遺伝子検査を実施  

する。要観察例に該当する暑が確認された場合には、検疫所業務管  

理室へ報告する。   

検査の結果、H5慢性が判明した場合には、国立感染症研究所ウ  

イルス第三部に確定診断のため、検体を送付するとともに、四類感  

染症である高病原性鳥インフルエンザ及び指定感染症であるインフ  

ルエンザ（H5Nl）疑似患者として、怒染症法第12条第1項の規定  

により届出を行う。   

さらに確定診断の績果、H5Nl亜型が検出された場合には、検  

疫法第26粂の3の規定に基づき、当該者の居住地（居住地がないか、  

又は明らかでない時は現在地）を管轄する都道府県知事に厚生労働  

省令で定める事項を通知する。   

なお、検査枚器の設備を有していない、又は、検査実施検疫所ま  

で検体搬送が不可能な検疫所支所及び出弓長所については、採取した  

検体について、最寄りの地方衛生研究所に依頼するなどにより、検  

査を実施できる体制を整える。地方衛生研究所に依頼するにあたっ   

ては、事前に当該都道府県と協諌し、委託体制を整えておくこと。   

なお、検体は別添 検査材料の輸送（国立感染症研究所作成）に  

従い梱包の上、搬送することとする。   

検査鏑果については、随隠、検疫所業務管理室へ報告する。要観  

察例、疑似症患者や患者に関する報道機関等への対外的な対応は、  

検疫所業務管理室及び結核感染症課で協議の上、厚生労働本省にて   

対応することとする。  

（3）健康監視  

検疫所長は、検疫法第18条第2項の規定に基づき、入国時、発  

熱等の症状がみられない看で、下記①から③のうち、一項目以上に  

該当する者については、当該者の国内における居所、連絡先及び氏  

名並びに旅行の日程その他厚生労働省令で定める事項について報告  

を求め、検疫法施行規則第6粂の規定により定めた期間内く最大240  

時間）において当該者の休温、その他の健康状態について報告を求  

め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせること  

ができる。   

健康監視期間中、報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた  

者を確絶したときは、当該者に対し、保健所その他医療機関で診察  

を受けるぺき旨指示するとともに、当該者の居所を管轄する都道府  

県知事に指示した事項等を通知する。併せて、検疫所業務管理室を  

通じて結核感染症課へ報告することとする。   

①10 日以内にインフルエンザウイルス（H5Nl）に感染して  

いる、又はその疑いがある鳥（鶏、あひる、七面鳥、うずら  

等）、若しくは死亡鳥との接触殴を有する者。   

（∋10日以内にインフルエンザ（H5Nl）患者（疑い例も含む）  

との接触歴を有する者。   

③ 発熱及び急性呼吸▲器症状を呈している者若しくは要観察例  

と濃厚接触のあった同行者等。   

検疫所長は情報を的確に収集し、初動の防疫体制を指示すること  

が重要でることから、各検疫所で作成した危機管理マニュアルに従  

って、指揮命令系統及び役割分担の明確化を事前に確認しておくこ  

とが必要である。なお、必要に応じて、各検疫所が有機的に連携を  

取ることも重要である。  
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（4）健康状態質問票及び健康管理カードの取り扱い   

フェーズ4の主音を前に、ある国でヒトーヒト感染が発生してい  

る可能性があるという情報を得た場合におし＼ては、結核感染症課で  

確認の上、検疫所業務管理室を通じて、早急に各検埠所に情報を提  

供する。情報を受けた各検疫所は、ただちに発生国から来航する入  

国者に対し、健康状態質問票（別紙様式1）を配布し換疲対応するこ   

ととする。その結果、異状のない者については健康管理カード（別  

紙2参照）を配布し、帰宅後の健康管理等について指導を行う。  

対し、患者と接触した以後の健康状態について10日間の観察を行  

う。体調に異状を生じた場合には、就業の制限を行う。また、発症  

後速やかにノイラミターゼ阻害薬（オセルタミビル）の投与が開始  

できるよう体制を整えておく。  

（7）関係機関等との連携及び情報の提供   

ア 関係機関、都道府県等との連携  

インフルエンザ（H5Nl）の国内における感染拡大を防止す  

るためには、検疫所と関係機関（国土交通省、入園管理局、税  

関等）、港湾管理者及び保健所等との情報の共有、連携強化を  

図り、対応に当たることが重要である。  

検疫所が、入国する青からの健康状態の申告等により、要観  

察例を把握した場合には、診察、ウイルス遺伝子検査を実施し、  

検査の結果、H5陽性が確認された場合には、速やかに、感染症  

法第12条第1項の規定に基づく届出を行う。  

また、検査結果が出るまでの間、当該者については原則とし  

て医療機関への受診を強く勧奨することとし、感染症指定医療  

機関（陰圧施設を有する又は個室を有し当該者の隔離が可能な  

施設を有する病院等）へ当該者を搬送することとする。  

（5）仮検疫済証の交付   

インフルエンザ（H5Nl）の患者発生国を発航し、または寄港し  

てから、インフルエンザ（H5Nl）潜伏期間内に来航する航空機、  

又は、インフルエンザ（H5Nl）の患者発生国を出港若しくは寄港  

してから潜伏期閣内に我が国に来航する船舶については、検疫の結  

果こ インフルエンザウイルス（H5Nl）の国内への侵入のおそれが  

ほとんどないと判断した場合には、潜伏期間（最大240時間）■を  

超えない範囲で一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付する。  

（6）検疫業務に対応する検疫官について   

検疫所長は、検疫官が機内及び検疫ブース、臨船検疫等、検疫業  

務に従事した後は、除染のための手洗いやうがいの励行について周  

知徹底を図る。   

また、検疫官が発熱及び急性呼吸器症状を呈している者及び要観  

察例等と接触する場合には、マスク、手袋の着用、また、咽頭拭い  

液の採取については、マスク、手袋、防練衣、ゴーグル等の着用等、  

状況に応じ適切と判断される感染防止策を請じるよう指示する。 

なお、検査を実施した当該要観察例が、インフルエンザ（H5Nl）  

患者であると確定した場合には、当該患者と接触のあった検疫官に  

イ 航空会社、船舶代理店等との協力   

検疫所は、航空会社、船舶代理店、旅行会社等、空港や港湾  

における検疫業掛こ係る事業所等に対し、十分な情報提供を行  

う。これらの情報を踏まえ、関係者は、事前の情報提供の把握  

に努めるとともに、必要に応じた感染防御対策を講じることと  

する。   

手た、緊急時における各事業所の窓口担当者・連絡先を事前  

に定め、危機管理に備えた迅速な対応及び指示等が行えるよう  
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